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調査事件14　　農業振興地域整備計画の見直しについて

1．農業振興計画の位置づけ

農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、

土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の

見通し等を考慮し、かつ、土地の合理的な利用の見地からする土地

の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のた

めの必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成する等、農業

振興に関する施策を計画的に推進することを目的として法律で定

められております。

2．福島農業振興計画書の見直しの概要について

福島農業振興地域整備計画書（案）は、農業振興地域の整備に関する法律

第12条2に基づき概ね5年ごとの基礎調査により策定するものです。

この計画は、町の総合的な農業振興を図るべき地域を明らかにし、農業生

産の基礎となる「優良農地」を明確に区分し、農地の保全、確保を目指し農

業施策を推進するもので、前回の全体見直しは昭和61年度に行っており、

このたび、当町の農業を近代化等による農業振興を総合的に進めるため、次

のとおり見直しを行います。

（a農用地区域内の農用地の編入・除外

②現況農用地の将来展望

③「農業近代化施設の整備の方向」に重点作物（そば、デルーへサト等）を記載

3．福島農業振興地域斐備計画書（案）

別紙のとおり

4．今後のスケジュール

2月22日　・経済福祉常任委員会へ計画書（秦）提出

2月25日　・渡島総合振興局へ計画書（案）事前協議（協議に約3週間）

・農業委員会、農業協同組合、森林組合に対し意見徴収

3月22日　・パブリックコメントによる町民意見募集

4月11日　・福島農業振興地域整備計画書　→　決裁

4月11日　・同計画書縦覧　（5月10日まで）

5月11日　・同計画書に対する異議申し立て受付（5月25日まで）

6月中旬　・6月定例町議会へ提出

6月中旬　・北海道へ福島農業振興地域整備計画書提出（本協議）

6月下旬　・北海道より同計画に対する同意
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調査事件15　　浄化槽市町村整備事業について

○はじめに

平成21年12月策定の福島町生活排水処理基本計画に基づき、浄化槽市町

村整備推進事業を平成23年度事業開始に向け事務を進めておりますが、現在

までの状況についてご報告いたします。

【H22年6月24日　経済福祉常任委員会】

「生活排水対策について」浄化槽市町村整備推進事業の内容を説明し、こ

審議をいただいております。

【H22年7月20日～8月6日　町民説明会】

町内15会場で説明会を開催し268名の出席をいただいております。

【H22年8月30日　町内業者説明会】

町内の14業者が出席しております。

【H22年9月～設置申込世帯の現地調査】

設置申し込み世帯の現地調査を随時行っております。

現在における浄化槽設置申し込み世帯は、66世帯となっております。

申し込み世帯のほとんどが早期設置を望んでいることから、毎年度10基の

整備計画としているものを、既存住宅部分の設置基数を15基と新築住宅想定

分を3基として整備を予定しております。

なお、第4次福島町総合開発計画後期実施計画等の計画変更につきましては、

次期ローリング作業等により変更することとします。

また、循環型社会形成推進交付金による事業であることから、国の予算措置

により交付金の削減があった場合については、その範囲内で整備することとな

ります。

以下、事業実施の内容についてご説明いたします。

1．浄化槽整備優先基準

浄化槽整備の優先基準は、平成22年度申し込み世帯を優先し、要介護、

重度心身障害者がいる世帯を最優先とし、次に70歳以上の高齢者が含まれ

る世帯についてはその年齢順に、70歳未満の世帯は申し込み順としており

ます。なお、新築する世帯は別途優先扱いとし、浄化槽本体に係る部分（国

庫補助対象部分）のみを事業の対象としますし，
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2．浄化槽市町村整備推進事業の財政推計

5人槽の浄化槽を既存住宅分15基と新築住宅分3基を毎年度整備した場

合の財政推計は下記表のとおりです。

（単 位 ．千 円 ）

（歳 入 ） 1 年 目 2 年 目 3 年 自 4 年 日 5 年 臼 6 年 目 7 年 目 8 年 目 9 年 白 1 0 年 目

金 言十年 度 2 3 年 度 2 4 年 度 2 5 年 度 2 6 年 度 2 7 年 度 2 8 年 度 2 9 年 度 3 0 年 度 3 1 年 度 3 2 年 度

起 債 20 ．7 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ，6 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ，6 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ．6 0 0 2 0 ．6 0 0

鼠 庫 補 助 金 5 ，4 2 6 5 ．2 9 2 5 ．2 9 2 5 ．2 9 2 5 ，2 9 2 5 ．2 9 2 5 ．2 9 2 5 ．2 9 2 5 ，2 9 2 5 ．2 9 2

受 益 者 負 担 2 ．2 2 0 2 ．2 0 1 2 ．2 0 1 2 ．2 0 1 2 ，2 0 1 2 。2 0 1 2 ．2 0 1 2 ．2 0 1 2 ．2 0 1 2 ．2 0 1

種 用 ‡斗 3 7 3 6 3 1 1．0 2 6 1．4 2 1 1 ．8 1 6 2 ．2 1 1 2 ．6 0 6 3 ．0 0 1 3 ．3 9 6 3 ．7 9 1

交 付 税 1 ／2 0 8 9 1 8 7 2 8 5 3 8 3 4 0 1 7 4 0 1 ．0 0 0 1 ．2 5 9 1 ．5 1 9

交 付 税 7 ／1 0 0 6 4 1 3 6 2 0 8 1 ，0 4 8 1．8 8 8 2 ．7 2 8 3 ．5 6 8 4 ．4 0 8 5 ．2 4 8

合 計 2 8 ．7 1 9 2 8 ．8 7 6 2 9 ．4 4 1 3 0 ．0 0 6 3 1 ．3 3 9 3 2 ．6 7 2 3 4 ．1 6 7 3 5 ．6 6 1 3 7 ．1 5 6 3 8 ．6 5 0

（単位：千円）
（歳 出 ） 1 年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 6 年 日 7 年 目 8 年 目 9 年 目 1 0 年 目

会 計 年 度 2 3 年 度 2 4 年 度 2 5 年 度 2 6 年 度 2 7 年 度 2 8 年 度 2 9 年 度 3 0 年 度 3 1 年 度 3 2 年 度

三告着 工 書 響 2 8 ，5 0 0 2 8 ，1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ，1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ．1 4 6 2 8 ，1 4 6

元 利 償 還 金 0 2 6 8 5 6 7 8 6 6 2 ．2 6 2 3 ．6 5 8 5 ．3 7 7 7 ．0 9 6 8 ，8 1 5 1 0 ．5 3 4

利 子 補 給 金 5 7 3 1 ．0 1 8 1 ．3 3 8 1 ．5 3 2 1 ，6 0 0 1 ．6 0 0 1 ．6 0 0 1 ．6 0 0 1 ．6 0 0 1 ．0 9 6

補 助 金 6 ．日 10 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0 6 ．0 0 0

管 理 総 括 費 1 ．8 5 9 2 ．3 3 7 3 ．4 3 5 4 ．5 3 3 5 －6 3 1 6 ．7 2 9 7 ．8 2 7 8 ．9 2 5 1 0 ．0 2 3 1 1 ．1 2 1

修 繕 費 8 5 0 1 ．5 0 0 2 ．2 5 0 3 、0 0 0 3 ．7 5 0 4 ．5 0 0 5 ．2 5 0 6 ．0 0 0 6 ．7 5 0 7 ．5 0 0

合 計 3 7 ．9 8 2 3 9 ▲2 8 9 4 1 ．7 3 6 4 4 ．0 7 7 4 7 ．3 8 9 5 0 ．6 3 3 5 4 ．2 0 0 5 7 ．7 6 7 6 1 ．3 ：川 6 4 ．3 9 7

17．981 ー20．033 ー22．日）6

3．条例等の制定ノ

浄化槽市町村整備推進事業を実施するにあたり、「福島町浄化槽設置及び管

理に関する条例」の制定について、町議会定例会3月会議に提出することと

しております。事業推進に係る条例、関係規則、要綱については次のとおり

です。内容につきましては、次ページからの資料でご説明いたします。

○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例・・・P8～P12

0福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則・・・P13～P14

0福島町水洗化改造工事費補助及び浄化槽整備資金融資あっせん利子補給

規則・・・P15～P17

0福島町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱・・・P18～P21

・二、‥



◆福島町浄化槽設置及び管理に関する条例、施行規則の内容

条例及び施行規則の内容と手続き等の流れを示すと次のとおりです。

〔条例第1条、第2条、第3条関係〕

制定の趣旨、用語の定義、処理区域を記載しております。

＝内容省略＝

〔条例第4条関係〕浄化槽設置等の申請

住宅所有者等は、浄化槽の設置、管理等を申請します。

町は審査し浄化槽設置の決定

〔条例第5条関係〕工事計画の作成等

町は、浄化槽設置の決定をしたら、設置場所、浄化槽の規

模等を示した工事計画を作成し申請者の承認を求めます。

申請者は、工事計画を承認するときは、「浄化槽設置工事計

画承認書（ 3号様式）」を町に提出します。また、「浄化槽

用地無償使用 借契約書 （様式第4号）」も提出します。

〔条例第6条関係〕設置完了の通知

上記の手続きが済むと町は工事に着手し、浄化槽の設置が

完成したら完了の通知と浄化槽工事に係る申請者分の負担金

（分担金）の額を通知します。
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〔条例等7条関係〕既存浄化槽の譲渡

既に浄化槽を設置している世帯が、町が示す機能と基準に

あった浄化槽を町に無償譲渡した場合は、条例に示す使用料

の負担をいただき、町はそれを維持管理いたします。

町は、無償譲渡（決定・却下）を決め「浄化槽無償譲渡決

定（却下）通知書（様式第7号）」により申出者に通知します。

〔条例第8粂関係〕分担金の賦課

分担金の額は、条例の別表第1のとおりですが、既存住宅

と新築住宅とで異なります。既存住宅は、浄化槽整備の国庫

補助対象分の事業費とそれを上回る事業費からなる分担金と

なっております。新築住宅については、浄化槽整備の国庫補

助対象分のみを対象事業費としており、その一割が申請者の

分担金となります。

なお、分担金は一括納付としております。

〔条例第9条関係〕増嵩経費の賦課

申請者の都合により、別表第1に示す標準事業費を超える

場合は、分担金のほかにその分の経費を負担していただきま

す。この経費も一括納付となります。

【条例第10条関係〕使用開始等の届出

浄化槽の使用の開始、休止、廃止、再開の場合は、町に届

出が必要となります。

十



〔条例第11粂関係〕使用料の徴取

町は、使用開始等の届出があったら使用料を徴収します。

（p　条例別表第2Cr）使用料を徴収します．ただし、汚泥量が標

準を超える場合などは使用料を加算します。

②　使用料は翌月の末まで、口座振替で納付していただきます。

（参　使用料は毎月納付していただきますが、月の途中で浄化槽

を開始、休止等した場合の使用料は、15日以上使用の場合

全額、15日未満が半額となります。

〔条例第12条、13条関係】

延滞金、徴収の猶予及び免除の規定です。

＝内容省略＝

〔条例第14条関係〕電気料及び水道料金の負担

電気料、水道料金は使用者の負担となります。

【条例第15条、16条関係】

必要な資料の提出、浄化槽の適正保管の規定です。

＝内容省略＝

〔条例第17条関係〕修繕費用の負担

浄化槽には、微生物が活動するために空気を送るプロアー

がありますが、交換は使用者の負担となります。また、使用

の状況が悪く使用者の責任事由となったときは、使用者に修

繕等していただきます。

〔条例第18条、19条関係〕排水設備の設置と費用負担

町が浄化槽設置完了後、住宅の所有者等が工事を行い、3

か月以内に排水設備を設置しなければなりません。

〔条例第20条関係〕住宅所有者等の地位の承継

住宅所有者等に変更が生じた場合は、町にその旨を届け地

位を承継します。

※以上が、条例、施行規則の内容です。

浄化槽地相二ノ郎阻掃〔快式第11片）
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◆福島町水洗化改造工事費補助及び浄化槽整備資金融資あっせん利
子補給規則の内容

この規則は、浄化槽整備に伴い、その世帯は便所等の改修や排水設備の整

備が必要になりますが、その費用に対する助成と金融機関等への融資あっせ

んと利子補給について規定しております。

1．助成の内容

（1）助成の対象経費は、便所改造、風呂、台所、洗濯場、配管、電気工

事、水道工事、排水設備、本体補強、支障物件移転等に要する費用と

なっております。

（2）助成額は、対象経費の60万円を上限に、3分の2以内の額を町が

助成します。

2．融資あっせんの内容

（1）上記助成の対象経費のうち助成額を除いた額と分担金、増嵩経費と

しており、120万円を限度としております。

（2）あっせんの要件は、町税を滞納していないこと。連帯保証人が1人

いること、若しくは融資機関の保証制度を利用できることとなってお

ります。

（3）利用者は、償還期限60か月以内において元金を償還します。

（4）償還利子については町が全額補給します。

※以上の内容により、それぞれ各種様式や手続きを規定しております。

◆福島町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱の内容

この要綱は、単独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）を現在使用さ

れている世帯が浄化槽を設置する場合に、単独処理浄化槽の撤去費に対し9

万円を上限に町が補助金を交付する手続き等を規定しております。

対象となる浄化槽は、浄化槽法その他の法律に基づく設置届等がなされて

おり、適正な維持管理がされているものとなっております。
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○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例

（趣旨）

第1条　この条例は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、生活環境の

改善及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽市町村整備推進事業による浄化

槽の適正な設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

（1）浄化槽　し尿と併せて生活雑排水を処理する浄化槽のうち、各戸ごとに

処理するものであって、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）

の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20ミリグラム／リッ

トル（日間平均値）以下の機能を有するもので、浄化槽法（昭和58年法

律第43号）に規定する基準に適合し、福島町が設置するものをいう。

（2）併用住宅　工場排水等特殊な排水を伴わない店舗又は事務所等と専用住

宅が付帯した建築物をいう。

（3）住宅所有者等　専用住宅、併用住宅の所有者、建築中の建築主及び建築

しようとする建築主をいう。

（4）使用者　この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。

（5）汚水　専用住宅及び併用住宅から排除されるし尿及び生活雑排水をいう。

（6）排水設備　汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水マス及び汚水流

入管渠等であって、住宅所有者等が設置するものをいう。

2　その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄

化槽法（昭和58年法律第43号）で使用する用語の例による。

（処理区域）

第3条　浄化槽により、し尿及び生活雑排水の処理を行おうとする区域（以下

「処理区域」という。）は、福島町全域とする。

（浄化槽設置等の申請）

第4条　住宅所有者等は、町長に対し、浄化槽の設置、管理等を申請すること

ができる。ただし、土地所有者の承諾を得られない者は申請できない。

2　町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、予算の範

囲内で浄化槽の設置を決定するものとする。

（工事計画の作成等）

第5条　町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定

めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者等（以下「申請者」

という。）の承認を求的るものとする。

8



（1）工事の内容

（2）工事の時期

（3）その他工事の遂行に必要な事項

2　申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることが

できる。

3　申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定める承認書を提出するも

のとする。

4　前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄

化槽の設置について、浄化槽設置用地無償使用貸借契約の締結その他必要な

協力をしなければならない。

（設置完了の通知）

第6条　町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知

しなければならない。

（既存浄化槽の譲渡）

第7条　既に住宅所有者等が設置している浄化槽（第2条第1項第1号の機能

と基準による浄化槽に限る。）を、この条例に基づいて管理を行おうとする者

は、当吉亥浄化槽を無償で福島町に譲渡しなければならない。

（分担金の疑武課）

第8条　町長は、別表第1に定める標準的工事に要する標準的な費用（以下「標

準事業費」という。）に基づき算定した分担金を限度に、申請者ごとの事業費

により金額を賦課するものとする。

2　町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分

担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知

しなければならない。

3　分担金の納付は、現金による一括納付とする。

（増嵩経費の賦課）

第9条　町長は、浄化槽の設置に要する経費が、申請者の都合により、標準事

業費を超えるときは、前条の分担金のほか申請者に対し、増嵩経費を賦課す

ることができる。

2　前条第2項及び第3項の規定は、増嵩経費について準用する。

（使用開始等の届出）

第10条　使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は

現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところ

により、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない．っ

（使用料の徴取）

第11条　町長は、浄化槽の使用に伴い、使用者から別表第2に定める額を徴
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収するものとする。ただし、浄化槽法定検査料の改定、汚泥量等が標準を超

える場合は、別の算定により使用料を加算することができる。

2　使用料は、使用月ごとに口座振替の方法により徴収するものとする。ただ

し、町長が必要と認めた時は、他の方法によることができる。

3　使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4　使用月の期間は1か月とし、その始期及び終期は、月の初日から月の末日

までとする。

5　使用者が、使用月の途中において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しく

は廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の

とおりとする。

（1）その使用日数が15日未満　月額料金の2分の1

（2）その使用日数が15日以上　月額料金

（延滞金）

第12条　町長は、分担金又は使用料を納付期日までに納付しない者があると

きは、当該料金の額に、その納入期限の翌日から納付の日までの期日の日数

に応じ、延滞金を加算して徴収することができる。

（徴収の猶予及び免除）

第13条　町長は、特に必要があると認める場合には、分担金の徴収を猶予し、

又はその全部若しくは一部に相当する額を免除することができる。

（電気料金及び水道料金の負担）

第14粂　使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しな

ければならない。

（資料の提出）

第15条　町長は、住宅所有者等及び使用者に、浄化槽の設置及び維持管理等

を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

（保管義務等）

第16条　住宅所有者等及び使用者並びに浄化槽が設置されている土地の地権

者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2　住宅所有者等及び使用者は、町長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業

が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

（修繕費用の負担）

第17条　住宅所有者等及び使用者は、浄化槽の送風機（プロアー）に交換の

必要が生じたときは、町長の指示に従って交換し、その常用を負担しなけれ

ばならない。

2　住宅所有者等及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必

要が生じたときは、住宅所有者等及び使用者は、町長の指示に従い、修繕し、
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その費用を全額負担しなければならない。

3　住宅所有者等の都合により、浄化槽の移転又は撤去の必要が生じたときは、

住宅所有者等は、町長の指示に従って移転又は撤去し、その費用を全額負担

しなければならない。

（排水設備の設置）

第18条　住宅所有者等は、町が浄化槽設置完了後3か月以内に、浄化槽施設

の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、排

水設備を設置しなければならない。

（排水設備の費用負担）

第19条　排水設備の設置に要する費用は、住宅所有者等の負担とする。

（住宅所有者等の地位の承継）

第20条　第8条第2項（第9条第2項において準用する場合を含む。）の規定

による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅所有者等にな

った者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項又は第

9条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった目までに納付す

べきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2　前項の規定により、第8条第2項（第9条第2項において準用する場合を

含む。）の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めると

ころにより、町長に届け出なければならない。

（委任）

第21条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

1二【



別表第1－1（第8条関係）

既　　 存　　 rj三　　 宅

浄化槽の規模 標準事業費 分担金の額

5 人槽 1，700，000円 129，100円

7 人槽 1，900，000 tlj 150，200円

1 0 人槽 2，300，000円 189，750 円

1 1 人槽以上 その都度町長が定める。

別表第 2 （第 1 1 条関係）

浄化槽の規模
月額使用料の額

初年度 翌年度以降

5 人槽 1，900円 1，700円

7 人槽 2，100円 2，000円

1 0 人槽 2，600円 2，500円

1 1 人橋以上 その都度町長が定める。

別衣第1－2（第8条関係）

新　　 築　　 住　　 宅

浄 化槽の規模 標準事業費 分担金の額

5 人 惜 882 ，000 PJ 88 ，200 円

7 人牌 1，104 ，000 円 110 ，400 円

1 0 人槽 1，495 ，000 円 149 ，500 円

1 1 人倍 以 上 その都度 町長 が定 める。
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○福島町浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則

（趣旨）

第1条　この規則は、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例（平成23年福

島町条例第　号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（設置等の申請）

第2条　条例第4条第1項に規定する浄化槽の設置、管理等の申請は、浄化槽

の設置及び管理等申請書（様式第1号）に必要な書類を添付して提出するも

のとする。

（設置工事計画）

第3条　町長は、前条の規定により申請書が提出された場合には、条例第5条

第1項の規定により浄化槽設置工事計画書（様式第2号）を作成し、申請者

に通知するものとする。

（設置工事計画の承認等）

第4条　設置工事計画の通知を受けた申請者が、条例第5条第3項に規定する

承認をするときは、浄化槽設置工事計画承認書（様式第3号）を提出するも

のとする。

2　前項の規定により承認書を提出した申請書は、浄化槽設置用地無償使用貸

借契約書（様式第4号）により契約を締結しなければならない。

（設置の完了及び分担金の通知）

第5条　町長は、条例第6条に規定する浄化槽設置完了の通知及び条例第8条

第2項に規定する分担金の通知については、浄化槽設置工事完了通知書兼分

担金納付通知書（様式第5号）により申請者に速やかに通知するものとする。

（既存浄化槽の譲渡）

第6条　条例第7条の規定により、既に住宅所有者等が設置している浄化槽を

町に無償譲渡する場合は、条例第2条第1項第1号に規定する機能と基準を

満たす浄化槽とし、浄化槽無償譲渡届（様式第6号）を町長に提出しなけれ

ばならない。

2　町長は、前項の申出に対する処分を決定したときは、浄化槽無償譲渡決定

（却下）通知書（様式第7号）により速やかに申出者に通知するものとする。

（使用開始等の届出）

第7条　条例第10条に規定する使用開始等の届出は、使用開始等の届出書（様

式第8号）により届け出るものとする。

（分担金の減免等）

第8条　条例第13条に規定する分担金の減免等を受けようとする者は、浄化

：二、、∴、



槽分担金減免申請書（様式第9号）により町長に提出しなければならない。

2　町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、浄化槽分担金減

免決定（却下）通知書（様式第10号）により申請者に通知するものとする。

（地位の承継）

第9条　条例第20条に規定する新たに住宅所有者等となった者は、浄化槽地

位承継届（様式第11号）を速やかに町長に届出なければならない。

（その他）

第10条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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○福島町水洗化改造工事費補助及び浄化槽整備資金融資あっせん

利子補給規則

（趣旨）

第1条　この規則は、福島町浄化槽設置及び管理に関する条例（平成23年福

島町条例第　号。以下「条例」という。）第3条に規定する処理区域（以下「処

理区域」という。）内において、浄化槽の普及促進を図るため、浄化槽設置に

伴う既設の便所等の改修を行おうとする者に対し、町が必要な資金の助成及

び浄化槽整備に伴う資金の融資あっせんをし、利子補給することについて必

要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条　この規則において「助成」とは、条例に基づく事業に要する経費につ

いて福島町が交付する水洗化改造工事費補助金をいう。

2　この規則において「融資あっせん」とは、条例に基づく事業に要する経費

について金融機関等から借入を希望する者に対する借入の仲介及び借入金に

対する利子補給をいう。

（助成の対象経費及び助成額）

第3条　助成の対象となる経費は、次の経費とする。

（1）屋内改修費　便所改造、風呂、台所、洗濯場等の改造及び配管改修並び

に電気工事等（水道管の引込み工事を含む。）に要する経費

（2）屋外改修費　浄化槽前（マスを含む。）までの配管工事、浄化槽本体の補強

工事等、支障物撤去及び移転等に要する経費

（3）備品購入費　水洗トイレ機器等の購入に要する経費

2　助成額は、対象経費の600，000円を上限に3分の2以内の額を助成

することができる。

（融資あっせんの対象経費及びあっせん額）

第4条　融資あっせんの対象となる経費は、条例第8条及び第9条に規定する

分担金、増嵩経費及び前条第1項各号に掲げる経費のうち町助成額を除いた

経費とし、希望する者について町が指定する金融機関（以下「融資機関」と

いう。）の協力のもとに融資あっせんを行うものとする。

2　融資あっせんの額は、120万円を限度とする。

（助成及び融資あっせんの対象者）

第5条　助成及び融資あっせんを受けることができる者は、条例に基づき浄化

槽を設置しようとする者とする。

（助成及び融資あっせんの要件）

第6条　助成及び融資あっせんを受けようとする者（以下「申請者」という。）
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は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

（1）町税を滞納していないこと。

（2）融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

（3）連帯保証人1人があること、若しくは融資機関の保証制度を利用できる

こと。

2　前項の連帯保証人は、町税及び条例に規定する分担金、増嵩経費を滞納し

ていない者であること。

（償還の方法）

第7条　第4条の規定により融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から6

0月以内において、元金を償還するものとする。ただし、期限前においても

繰上償還することができる。

2　前項に係る償還利子は、全額町が補給するものとする。

3　元金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。

（助成及び融資あっせんの申請）

第8条　助成及び融資あっせんを希望する者は、水洗化改造工事費補助金交付

申請書（様式第1号）及び水洗化改造工事費補助審査書（様式第2号）、浄化

槽整備資金融資あっせん申請書（様式第3号）に次の書類を添付して町長に

提出しなければならない。

（1）申請者及び連帯保証人（融資機関の保証制度を利用する場合を除く。）の

所得に関する証明書、納税証明書（補助金の交付申請にあっては納税証明

書のみとする。）

（2）改造等計画書（業者からの見積書及び図面）

（3）その他町長が必要と認める書類

2　前項の申請は、条例第4条の規定に基づく申請と同時に行うものとする。

（助成及び融資あっせんの決定）

第9条　町長は、前条の申請があったときは、助成及び融資あっせんの可否及

び額を決定し、水洗化改造工事費補助金交付決定通知書（様式第4号）、浄化

槽整備資金融資あっせん決定書（様式第5号）を申請者に交付するものとす

る。

（助成及び融資の時期等）

第10条　助成及び融資あっせんの決定を受けた者に対する助成等は、当該工

事が完成し条例第6条に規定する設置完了通知後に行うものとする。

2　町長は、前項の設置完了通知を交付したときは、融資機関に対し、浄化槽

整備資金融資あっせん通知書（様式第6号）を送付するものとする。

（助成及び融資あっせんの取消し）

第11条　助成及び融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号の一に該当す
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るときは、その決定を取り消すことができる。

（1）偽りその他不正な手段により助成及び融資あっせんを受けたとき。

（2）その他町長が必要と認めたとき。

2　前項の規定により、融資あっせんを取り消したときは、融資を依精した融

資機関に浄化槽整備資金融資あっせん取消通知書（株式第7号）をもってそ

の旨を通知するものとする。

（助成金の返還）

第12条　前条の規定により、助成の取消しを受けた者に対して町長は助成金

の返還を求めることができる。

2　前項の規定により、助成金の返還を求めるときは、水洗化改造工事費補助

金返還通知書（様式第8号）をもって通知するものとする。

（その他）

第13条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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0福島町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱

（趣旨）

第1条　この要綱は、既設の単独処理浄化槽を廃止し、福島町浄化槽設置及び

管理に関する条例（平成23年福島町条例第　号。以下「条例」という。）に

基づく浄化槽を設置する者に対し、当該単独処理浄化槽の撤去に係る福島町

単独処理浄化槽撤去費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条　この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによ

る。

（1）単独処理浄化槽　し尿のみを処理する浄化槽をいう。

（2）浄化槽　条例第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。

（3）撤去費　単独処理浄化槽の清掃（汚泥の運搬及び処分を除く。）、撤去及

び処分等にようする経費をいう。

（対象区域）

第3条　この要綱による補助金交付の対象となる区域は、条例第3条に規定す

る区域とする。

（補助金交付対象者）

第4条　補助金の交付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

（1）浄化槽を設置する場合であって、かつ、既設の単独処理浄化槽を撤去す

る必要があること。

（2）単独処理浄化槽について、浄化槽法（昭和58年法律第43号）その他

の法律に基づく設置届等がなされており、かつ、浄化槽法に基づく適正な

維持管理がなされているものであること。

（3）単独処理浄化槽が、浄化槽の申請者以外の所有者であるときは、当該単

独処理浄化槽の所有者から撤去の承諾が得られること。

（補助金の額）

第5条　補助金の額は、撤去費と9万円とを比較して少ない方の額とする。た

だし、補助金額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。

（補助金交付申請）

第6条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という＞）は、単独

処理浄化槽を撤去する前に、単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書（様式

第1号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない、．

（1）浄化槽の設置及び管理等申請書（福島町浄化槽設置及び管理に関する条
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例施行規則（平成23年規則第　号）第2条に規定する浄化槽の設置及び

管理等申請書をいう。）

（2）撤去する単独処理浄化槽の配置及び配管略図

（3）撤去する単独処理浄化槽の構造図又は単独処理浄化槽であることがわか

る写真

（4）撤去費に係る見積書の写し

（5）その他町長が必要と認める書類

（補助金交付決定及び通知）

第7条　町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の

内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2　町長は、前項の規定により交付の適否を決定したときは、補助金の交付を

決定した者に対しては単独処理浄化槽撤去費補助金交付決定通知書（様式第

2号）により交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して、

不交付を決定した者に対しては単独処理浄化槽撤去費補助金不交付決定通知

書（様式第3号）によりその理由を付して、それぞれ通知するものとする。

（変更の申請等）

第8条　前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業

者」という。）は、補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）

の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとするときは、遅滞なく単独処理浄化槽撤去費補助事業計画変更承認申請

書（様式第4号）に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければ

ならない。

2　補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業

の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。

3　町長は、第1項の規定による申請があったとき、又は前項の規定による報

告があったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができ

る。

4　町長は、前項の規定により交付決定を変更したときは、単独処理浄化槽撤

去費補助金交付決定変更通知書（様式第5号）により、前条第2項の規定に

よる交付決定の通知に付した条件及び指示事項のほか、必要な条件を付して、

当該補助事業者に通知するものとする。

（補助事業完了の届出）

第9条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、単独処理浄化槽撤去費補

助事業完了届（様式第6号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、完了

検査を受けなければならない。
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（1）工事請負契約書の写し

（2）撤去費明細書及び領収書の写し

（3）単独処理浄化槽撤去工事の工程を証する写真

（4）単独処理浄化槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和45年法律第137号）第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理

票（マニフェスト）の写し

（5）工事施行状況チェックリスト

（6）その他町長が必要と認める書類

2　前項の規定による届け出の期限は、補助事業完了後14日以内とする。

（補助金額の確定）

第10条　町長は、前条の規定による届出があったときは、関係職員をして当

該補助事業の完了検査を行わせ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定する。

2　町長は、前項の規定による確定額について、単独処理浄化槽撤去費補助金

確定通知書（様式第7号）により当該補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付及び請求）

第11条　町長は、前条第1項の規定による交付額の確定後、補助事業者の請

求に基づき補助金を交付するものとする。

2　補助事業者は、前項の規定により補助金の請求をするときは、単独処理浄

化槽撤去費補助金交付請求書（様式第8号）に次に掲げる書類を添えて町長

に提出しなければならない。

（1）単独処理浄化槽撤去費補助金確定通知書の写し

（2）その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付決定の取消し及び返還）

第12条　町長は、補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（1）申請等に虚偽の事実があったとき。

（2）補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があったとき。

（3）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わ

なかったとき。

（4）補助事業の施行方法が不適当であるとき。

（5）補助事業について不正な事実があったとき。

（6）その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。

2　町長は、第8条第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消し

たときは、単独処理浄化槽撤去費補助金交付決定取消通知書（様式第9号）

により、その理由を付して、当該補助事業者に通知するものとする。
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3　補助事業者は、第8条第3項又は第1項の規定により補助金の交付決定を

取り消されたときは、既に交付された補助金を直ちに返還しなければならな

い。

（その他）

第13条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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4．平成23年度福島町浄化槽整備特別会計予算（案）

〔歳　　入〕

1赦 分担 金及び負担 金 1項 分 担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 千円）

巨 本年度 予算額 前 年度 予算額 比　　 較

本年度予算練 の財源 内訳
節

鋭　　　　　　　　　 明特 定財源
一般財 源

国庫支 出 地方債 その他 区　　 分 金　　 額

1 浄化槽 整備事 業費

分担金
2，2 20 0 2．2 20 2．2 20

1 浄 化槽 整備事 業

費分担金
2，2 20 浄 化槽設 置工事 費分担金　　 2．2 20

葛十 2．2 20 0 2，2 20 0 0 2．22 0 0

2歓 使用料 及び手数料 1碩 使 用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 ・千円）

胃 本年度 予算 額 前 年度予算 織 比　　 較

本 年度予算鍼 の財源内訳
節

税　　　　　　　　　 明特定 財源
一般財 源

国庫支 出 地方債 その他 区　　 分 金　　 額

1 浄化槽 使用料 3 73 0 3 7 3 3 73 1 浄 化槽使 用料 3 73 浄 化槽 使 用料　　　　　　　　 3 7 3

計 3 73 0 3 7 3 0 0 3 73 0

3漱 国庫支出 金　　　 1項：国庫 補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 千 円）

巳 本 年度予算 額 前 年度予算 額 比　　 較

本 年度予算鍼 の財源内訳
節

説　　　　　　　　　　 明特 定財源
一般財 源

国庫支 出 地方債 その他 区　　 分 金　　 額

1 浄化槽市町村豊壌推

進事業費国庫補助金 5，4 26 0 5，4 2 6 5．4 2 6
1 循 環型社 会形成

推進交 付金
5．4 28 循 環 型社会 形成推進 交付 金　 5，4 26

書十 5．4 26 0 5．4 2 6 5．4 2 6 0 0 0

4款 繰 入金　　　　　 1項 他会 計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 千 円）

目 本 年度予算 額 前年 度予算 書貞 比　　 較

本年度予算額 の財應 内訳
節

鋭　　　　　　　　　 明特 定財源
一般財 源

国庫支 出 地方債 その他 区　　 分 金　　 槌

1 一般会計繰 入金 9．34 3 0 9，3 4 3 9．34 3 1 一 般会 計繰入金 9．3 43 一 般会 計繰 入金　　　　　　　 9，3 4 3

計 9．34 3 0 9，3 4 3 0 0 0 9，34 3

5款　 町佗　　　　　　 1項　 町債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 千 円）

臼 本年 度予算 観 前年 度予算 額 比　　 較

本 年度予算錆 の財源 内訳
節

説　　　　　　　　　 明特 定財瀾
一般財 源

国庫支 出金 地方債 その他 区　　 分 金　　 税

1 下水道債 20．70 0 0 20，700 2 0．7 0 0 1 下 水道 事業債 2 0，7 00
下 水 道事 業債　　 10．4 0 0

過 疎 対策事 業債　　　 川，3 00

計 20．70 0 0 20．700 0 20．7 00 0 0



〔歳　　出〕

1款 浄化槽整備事業者 1項 浄化槽管理曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 ヰ 剛

目 本年度予算額 前年度 予算額 比　　 較

本年度予算額の財源内訳
節

説　　　　　　　　　 明特定財源
一般 財源

国庫 支出 地方債 その他 区　　 分 金　　 額

1 浄化槽施設管理 費 2 ，709 0 2，70 9 373 2．336

9　 旅　 費 5 1 9普通旅費　　　　　　　　　　　　 51

11 需 用費 850 11消耗品糞　　 100

11 修 繕戴　　　 750

12　役務 費 314 ほ法定検査手数料　　　　　　　　 3 14

13　委託料 1．4 94 13浄化槽保守点検清掃委託料　 1．494

計 2 ．709 0 2．70 9 0 0 373 2．336

1款 浄化槽警備車美智　 2項 ．浄化槽警備 曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （皇位 千円）

自 本年度予算額 前年度予 算額 比　　 較

本年度予算顔の財源 内訳
紆

説　　　　　　　　　 明特定財源
一般財源

国庫支 出 地方債 その他 区　　 分 金　　 線

1 浄化槽整備推進

事業費

35．253 0 35，253 5．426 20．700 2．2 20 6．90 7

15　工事請負章 2 8．500 15　浄化槽設置工事費　　　　　 28．500

19負担金補助

及び交付金
6．753 19 単独浄化槽撤去費補助金 柑0

19 水洗化改造工事費補助金 6．000

19 浄化槽整備資金利子補給金 573

計 35．253 0 35．253 5 ．426 20 ．700 2．220 6．90 7 計

目 本年度予算籠 前年度予算綴 比　　 較

本年度予算額の財源内訳 l　 節

　　 説　　　 明

l

特定財源

国庫支出司　 地方債 その他 源1 区　　 分 金　　 塞象

1 予 備 費 1 0 0 0 10 0 10 0
2 9　予 備 賀 1 0 0

計 1 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0


